
公
安
委
員
会
規
則

大
分
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

〇
公
安
委
員
会
規
則

目

次

大
分
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
２９年

３
月
１４日

大
分
県
公
安
委
員
会
委
員
長

髙
橋

治
人

大
分
県
公
安
委
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則
第
３
号

大
分
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

大
分
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
（
昭
和
５１年

大
分
県
公
安
委
員
会
規
則
第
２
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
１２条

第
１
号
ア
中
オ
を
カ
と
し
、
エ
を
オ
と
し
、
ウ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

エ
タ
ン
デ
ム
車
（
２
人
乗
り
用
と
し
て
の
構
造
を
有
し
、
か
つ
、
ペ
ダ
ル
装
置
が
縦
列
に
設
け
ら

れ
た
二
輪
又
は
三
輪
の
自
転
車
を
い
う
。
）
に
運
転
者
以
外
の
者
１
人
を
乗
車
さ
せ
て
い
る
場
合

附
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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四
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月
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日

毎
週

火
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日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）
発
行
人

大
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集

佐
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印
刷
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定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）
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四
日
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